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世田谷区分別収集計画（第９期） 

（令和２年度（２０２０年度）～令和６年度（２０２４年度）） 

 

１ 計画策定の意義 

世田谷区は、清掃・リサイクル条例及び一般廃棄物処理基本計画の基本理念の中で、

ごみそのものを減らす取組みを進め、環境に配慮した持続可能な社会への転換を目指

した取組みを進めることを掲げている。 

  これまで本区は、計画に基づく諸施策を実施し、容器包装に係る分別収集及び再商

品化の促進等に関する法律（以下、「法」という。）も活用しながら、清掃・リサイク

ル事業を推進してきた。 

  本計画は、平成２９年度（２０１７年度）を初年度とする第８期分別収集計画に基

づく取組みの成果等を踏まえ、法第８条に基づく容器包装廃棄物の分別収集を行うに

あたり、区民・事業者・行政それぞれの役割と責任を明確化し、具体的な推進方策を

明らかにするものである。 

 

 

２ 基本的方向 

   本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

（１）区民・事業者主体による取組みを推進する。 

（２）拡大生産者責任の考え方に基づく発生・排出抑制を推進する。 

（３）環境への負荷低減などの効果と費用を勘案した効率的な事業を展開する。 

 

 

３ 計画期間 

  本計画の計画期間は、令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）

の５年間とし、令和４年度（２０２２年度）に見直す。 

 

 

４ 対象品目 

  本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール缶、アルミ缶、無色のガラスびん、茶色

のガラスびん、その他の色のガラスびん、紙パック、段ボール、ペットボトル、白色の

発泡スチロール製食品トレイ、その他のプラスチック製容器包装を対象とする。 
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５ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第８条第２項第１号） 

（単位：t） 

 令和２年度 

（2020 年度） 

令和３年度 

（2021年度） 

令和４年度 

（2022年度） 

令和５年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

容器包装廃棄物 56,807  57,103  57,494  58,046  58,299  

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項 

  （法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出を抑制するため、一般廃棄物処理基本計画に基づき次の施策を

実施する。なお、実施にあたっては、区民、生産・販売事業者、再生事業者等がそれぞ

れの立場から適切に役割を分担し、相互の連携を図る。 

  （１）不用な「もの」を出さない暮らしや事業活動の促進 

    ・粗大リユース品の展示・提供や、各種修理講座等の更なる拡充 

    ・リユースショップやＮＰＯ団体等が主催するフリーマーケットなど、民間等の

取組みに関する情報提供の充実 

    ・区民相互の不用品情報交換や、学習会など、主体的な２Ｒ行動の促進 

    ・区民団体の育成や活動しやすい環境の整備 

 

  （２）分別の徹底とリサイクルの推進 

    ・資源再利用活動団体への活動支援 

    ・拡大生産者責任に基づく、事業者の独自回収に向けた取組みの促進 

    ・安定的かつ効率的な行政による資源回収の推進 

    ・区施設での拠点回収の拡充 

    ・事業系リサイクルシステム等の活用による自主回収の促進 

    ・区施設から排出されるごみの資源化の更なる促進 

 

  （３）情報提供と意識啓発の推進 

    ・「資源・ごみの収集カレンダー」の全戸配布によるごみ減量・適正排出の周知 

    ・不動産会社や集合住宅等管理組合と連携した分別・排出ルール等の情報提供の

充実 

    ・外国人等への分別・排出ルール等の情報提供の充実 

    ・事業者向けの「事業系一般廃棄物ガイドブック」の作成・配布 

    ・地域のごみ減量・リサイクル推進委員と連携した普及啓発活動の実施 

    ・児童・生徒向けの環境学習プログラムの実施 

    ・町会、自治会など、各種団体が開催する学習会等への講師派遣 

    ・事業者、大学等との連携による主体的３Ｒ行動の促進 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分 

（法第８条第２項第３号） 

 再商品化計画や処理施設の状況等を総合的に勘案し、分別収集する容器包装廃棄物の種

類及び収集に係る分別の区分を次のように定める。 

 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
 缶 

主としてガラ 

ス製の容器 

無色のガラス製容器 

ガラスびん 茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス製容器 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするた 

めのもの（原材料としてアルミニウムが利用され 

ているものを除く） 

紙パック 

主として段ボール製の容器 段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の 

容器であって、飲料・しょう油等を充てんするた 

めのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって 

上記以外のもの 

白色の発泡スチロール製食品ト

レイ（以下「白色トレイ」と表

記） 

ペットボトル、白色トレイ以外

のプラスチック製容器包装（以

下「その他のプラスチック製容

器包装」と表記） 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み 

（法第８条第２項第４号） 

（単位：t） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合計） 2,341 （合計） 2,289 （合計） 2,241 （合計） 2,200 （合計） 2,147

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

- 2,341 - 2,289 - 2,241 - 2,200 - 2,147

（合計） 1,208 （合計） 1,218 （合計） 1,230 （合計） 1,245 （合計） 1,253

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

1,015 193 1,023 195 1,033 197 1,046 199 1,053 200

（合計） 4,303 （合計） 4,387 （合計） 4,478 （合計） 4,583 （合計） 4,663

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

4,303 - 4,387 - 4,478 - 4,583 - 4,663 -

（合計） 2,652 （合計） 2,781 （合計） 2,920 （合計） 3,073 （合計） 3,217

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

2,652 - 2,781 - 2,920 - 3,073 - 3,217 -

（合計） 18 （合計） 18 （合計） 18 （合計） 17 （合計） 17

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

1 17 1 17 1 17 1 16 1 16

（合計） 1 （合計） 1 （合計） 1 （合計） 1 （合計） 1

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

12,470 12,745

26,065 26,515

22 22 22 22 22

11,560 11,835

25,489

12,132

主として紙製の容器
であって飲料を充て
んするためのもの
（原料としてアルミ
ニウムが利用されて
いるものを除く。）

主として段ボール製
の容器

合計 24,557 24,998

（うち、
白色トレ
イ）

主としてプラスチッ
ク製の容器であって
上記以外のもの

主としてポリエチレ
ンテレフタレート
（PET）製の容器で
あって飲料又はしょ
うゆ、その他主務大
臣が定める商品を充
てんするためのもの

その他の色のガラス
製容器

茶色のガラス製容器

1,520 1,545 1,573 1,605 1,629

無色のガラス製容器

主としてアルミ製の
容器

主としてスチール製
の容器

933 903 875 850 822

令和6年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度）
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法 

 

（１）過去の実績を参考にした区民１人１日あたりのごみ排出量、資源回収量の算定 

［基礎数値の設定］ 

  ①可燃ごみ・不燃ごみに含まれる各容器包装廃棄物の量 

  ア）平成２６年度（２０１４年度）から平成３０年度（２０１８年度）までの可燃

ごみ・不燃ごみ収集量を各年度の人口・年間日数で除して区民１人あたりの排出

量を算出し、平成２７年度（２０１５年度）から平成３０年度（２０１８年度）

の対前年比率を算出し、同期間の平均増減率を算出する。 

   イ）各年度の家庭ごみ組成分析調査の組成割合を乗じ、可燃ごみ・不燃ごみに含ま

れる各容器包装廃棄物の排出源単位（区民１人１日あたりの排出量）を算出する。 

  ②資源として回収した各容器包装廃棄物の量 

    資源として回収した平成２６年度（２０１４年度）から平成３０年度（２０１８

年度）までの各容器包装廃棄物の量を各年度の人口・年間日数で除して区民１人１

日あたりの回収量を算出し、平成２７年度（２０１５年度）から平成３０年度（２

０１８年度）の対前年比率を算出し、同期間の平均増減率を算出する。 

 

（２）平成３１年度以降のごみ排出量、資源回収量の推計 

  ①可燃ごみ・不燃ごみに含まれる各容器包装廃棄物の量 

    （１）①で算出した可燃ごみ・不燃ごみに含まれる容器包装廃棄物の割合を将来

人口推計（※注１）による将来人口及び年間日数を乗じて算出する。 

  ②資源として回収する各容器包装廃棄物の量 

    平成３０年度（２０１８年度）における区民１人１日あたりの回収量を基本に、

（１）②で算出した平均増減率、将来人口推計（※注１）による将来人口及び年間

日数を乗じ、品目別回収見込み量を算出する。 

 

※１ 平成２９年７月政策経営部政策研究・調査課作成「世田谷区将来人口推計」を基に

した人口推計値 
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10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項 

（法第８条第２項第５号） 

 

 容器包装廃棄物の回収については、区として分別回収及びその補完機能として公共施

設等での拠点回収を実施する。 

  また、町会・自治会、ＰＴＡ、集合住宅管理組合等などによる集団回収を支援する。 

 

容器包装廃棄物の種

類 

収集に係る 

分別の区分 
収集・運搬 選別・保管等 

スチール製の容器 

アルミ製の容器 
缶 

区による分別回収 

民間事業者 

地域団体による集団回収 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他の色のガラス

製容器 

ガラスびん 

区による分別回収 区 

地域団体による集団回収 民間事業者 

紙パック 

（アルミ使用なし） 
紙パック 

区による拠点回収 

民間事業者 

地域団体による集団回収 

段ボール 段ボール 

区による分別回収 

民間事業者 

地域団体による集団回収 

ペットボトル ペットボトル 

区による分別回収 

民間事業者 

地域団体による集団回収 

白色発泡スチロール

製食品トレイ 
白色トレイ 

区による拠点回収 

民間事業者 

地域団体による集団回収 

主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って上記以外のもの 

その他のプラス

チック製容器包

装 

区による拠点回収 区 

地域団体による集団回収 民間事業者 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

  （法第８条第２項第６号） 

 

容器包装廃棄物の種類 収集に係る分

別の区分 

収集容器 収集車 中間処理 

スチール製の容器 

アルミ製の容器 

缶 プラスチック

コンテナ又は

袋 

２ｔ平ボディ車 民間の中間処理

施設 

無色のガラス製の容器 

茶色のガラス製の容器 

その他の色のガラス製

の容器 

ガラスびん 区資源循環セン

ター 

紙パック 

（アルミ使用なし） 

紙パック 回収ボックス 民間の中間処理

施設 

段ボール 段ボール 紐結束 ２ｔパッカー車 

ペットボトル ペットボトル 回収ボックス

又は袋等 

白色の発泡スチロール

製食品トレイ 

白色トレイ 回収ボックス ２ｔ平ボディ車 

主としてプラスチック

製の容器包装であって

上記以外のもの 

その他のプラ

スチック製容

器包装 

回収員手渡し

方式 

 

 

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項 

（法第８条第２項第７号） 

 

（１）集団回収の拡大 

   区民の自主的な資源再生利用活動を支援し、町会・自治会、集合住宅等による集団

回収への排出の協力を呼びかけ、面的拡大を図る中で、行政回収から区民主体の資源

回収への移行を図る。 

 

（２）世田谷区清掃・リサイクル審議会 

   環境に配慮した持続可能な社会への転換を目指し、区長の附属機関として設置した

清掃・リサイクル審議会において、廃棄物の減量や適正処理に関する重要事項の調査

審議を行う。 

 

（３）ごみ減量・リサイクル推進委員会 

   ごみの減量やリサイクルを推進する区民組織である「ごみ減量・リサイクル推進委

員会」の活動を支援し、区民の主体的な取組みの促進を図る。 


